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【陳情の審査】

陳情第１号 生田浄水場用地に障害者スポーツ文化施設を建設し 

有効活用する陳情 

資料１  生田浄水場用地の有効利用について 

資料２  生田浄水場用地の有効利用に関する整備計画（改訂版） 

市 民 文 化 局 

（令和元年７月２５日）
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生田浄水場用地 有効利用    
１.  これまでの経過 

     広場 整備等 行 民間事業者 公募 
・平成28年6月       方式   公募 実施    応募者   不調

【各種計画の策定】 
・平成24年5月に基本方針、平成25年1月に基本計画、平成27年11月に整備計画を策定 
・基本方針の策定にあたり、パブリックコメント手続を実施 
 各種計画 策定     住民説明会（３回） 近隣町会 自治会等  意見交換会 説明会（４回） 
 開催 

 整備計画 見直  
 用途地域 見直  前提   
 整備計画（改訂版）を平成 
 31年3月に策定 
 整備計画 見直      
 近隣町会 自治会等  
 説明会 住民説明会 開催

見直 後 施設配置    

２.  今後の取組 
    広場 整備等 行 民間事業者     令和元（2019）年度 事業者 決定  後 上下水道局及

 事業者   施工計画 策定 合    用途地域 変更等 開発許可申請 環境影響評価（環境     

 ）等 関  手続 事業者 共同 行    

   後 令和3（2021）年度  事業者   整備 開始  令和4（2022）年度以降供用開始 予定   

３.  陳情についての本市の考え方 
障害のある方が、身近な場所で日常的にスポーツに親しめる環境を整備することは、重要なことだと考えています。

本市では、障害などの有無に関わらず、誰もがスポーツに親しみ、喜びを感じることができるよう、既存のスポーツ施設

 活用  快適 御利用     環境整備 進                   生田浄水場用地 有効利用

      障害者    文化施設等 新  建設     想定        有効利用       高齢

者 障害者等 移動等 円滑化 促進 関  法律（      法） 川崎市福祉      条例 規定 尊

重した整備がされるように取り組んでいきます。  
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